
周防大島町集中改革プランへの取組内容及び成果報告

（保険・訪問看護部会）

（取組期間　平成１７年度～平成１９年度）

 資料３



保険・訪問看護部会

※（　　　）内は町全体の推進計画数

１９年度より公営企業局に移管されました。Ｈ１９

Ｈ１９

（３５３名）

２３名

平成２１年度

２２名

（３４４名）

これまでの取組内容及び成果 今後の取組

Ｈ１７ 　平成19年度に公営企業局へ移管する予定で
す。

Ｈ１８

　移行に向けて、公営企業局と健康増進課が協
議した結果、平成19年度より公営企業局へ移管
する予定となりました。

これまでの取組内容及び成果 今後の取組

Ｈ１７

Ｈ１８

人数
２４名 ２４名 ２４名

（３７６名） （３７３名） （３７０名）

平成２０年度

　　スケジュール及び計画職員数

年度

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

方策

目標

　事務・事業の再編・整理、廃止・統合や事務の効率化等により、行政機能を保持したままで
の削減を行います。

　行政改革大綱で定めている削減率（平成22年4月1日現在で▲43名削減率（11.4％））に添っ
た形で、要員の削減を行います。（平成23年4月1日数値目標　　→　319名）

実施項目（2）定員適正化への対応

現状
 平成16年10月1日関係職員数　２４名
 平成17年 4月1日関係職員数　２４名

実施

効果 　効率的な行政運営

スケジュール

年度

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

　　　調査・準備

方策 　公営企業局が運営する訪問看護ステーションへの移行を図ります。

目標 　効率的で幅広く質の高いサービスの提供を行います。

実施項目（1）訪問看護ステーションのあり方についての検討

現状

　本町には、健康福祉部と公営企業局が運営する２箇所の訪問看護ステーションがあります。
　今後医療依存度の高い在宅療養者の増加が見込まれ、幅広いサービスの提供と臨床の現場同
様に高度で的確な対応が求められています。
　しかし、健康福祉部が所管するステーションの職員は、医療現場から長い間はなれており、
これらのニーズに対応するためには、職員の知識・技術の向上が重要課題になっています。

調査・計画 推進
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Ｈ１９

地域包括支援センターを中心に、介護保険サー
ビスだけでなく、保健・医療・福祉、その他の
生活支援サービスを含め、地域におけるさまざ
まな資源を活用し、高齢者に対して包括的かつ
継続的に支援を行いました。

　町の保健福祉施策の方向性と推進方策を一体
的、体系的に取りまとめた「周防大島町総合保
健福祉計画」を策定しました。

　高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定を
包括的に支援するための拠点として、複数の専
門職を配置した「地域包括支援センター」を設
置しました。

平成１９年度

スケジュール

年度

目標 　医療及び介護給付費支出の抑制

今後の取組（介護保険課）

Ｈ１７
　地域包括支援センターを機軸に、介護予防事
業のマネジメントや利用者等に対する総合相
談、支援事業を行います。

Ｈ１８

これまでの取組内容及び成果（介護保険課）

平成２０年度 平成２１年度平成１７年度 平成１８年度

効果 　財政健全化

現状
　医療・介護ともに給付費が著しく増大しており保険財政を圧迫しています。このため、住民
への負担増を招いています。

方策
　健康なからだづくりを目標とし、予防的観点から保健・福祉部署との連携を密にし、長いス
パンで方向性を見出していきます。また、関係機関、団体との連携の下、多くの住民参加を得
ながら健康づくりを推進します。

実施項目（3）予防事業充実に向けて関係部署・機関との連携（医療、介護）

実施
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Ｈ１９
これまでの基本健診等の保健事業の実績を踏ま
えて関係課と連携して特定健診実施計画を策定
しました。

計画に添って２０年度から事業を実施し、目標
の達成を目指します。

Ｈ１９
これまでの基本健診等の保健事業の実績を踏ま
えて関係課と連携して特定健診実施計画を策定
しました。

計画に添って２０年度から事業を実施し、目標
の達成を目指します。

これまでの取組内容及び成果（医療保険課） 今後の取組（医療保険課）

Ｈ１７

　国保被保険者の医療費を圧迫する生活習慣病
の抑制を目的とした「特定健診・特定保健指
導」の導入について協議を行いました。

これまでの取組内容及び成果（健康増進課） 今後の取組（健康増進課）

Ｈ１７
　保健・福祉部署と話し合いをしながら連携
し、事業を進めました。

　医療費及び介護保険給付費の支出の抑制につ
ながるように関係機関が連携し、地域全体の健
康レベルを向上させるという目標を目指して情
報交換を行いながらそれぞれの事業に取り組ん
でいきます。

Ｈ１８

　平成１８年４月１日から地域包括支援セン
ター（各保健センターはサブセンターとして）
が設置され次のような業務を行いました。
○介護予防支援事業…介護予防支援指定事業所
の認可を受け、介護予防介護保険で要支援１及
び要支援２と認定された認定者がサービスを利
用する場合、介護予防プランの作成やサービス
事業所等の調整。
○介護予防ケアマネジメント事業…特定高齢者
に対し、要介護状態となることを防止し介護予
防プランを作成し、プラン達成のため支援。
○総合相談・支援事業…高齢者の総合的な相談
や実態把握、地域におけるネットワークの整備
等。
○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業…
包括的・継続的なケア体制の構築や地域におけ
る介護支援専門員のネットワークの活用、日常
的個別指導・相談、困難事例等への指導・助
言。
○特定高齢者の把握事業…特定高齢者に関する
情報の収集や特定高齢者候補者の選定及び特定
高齢者の決定。
健康づくりの推進については健康づくり班で健
診や各種教室、介護予防事業を行い、各保健セ
ンターは地域に密着した保健事業（健康相談や
訪問指導）を行いながら地域全体の健康づくり
の向上を目指した保健事業を行いました。

　「特定健診・特定保健指導」の実施に向け、
関係課が連携し、特定健診等実施計画を策定し
ます。平成20年度の導入を目指します。

Ｈ１８
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Ｈ１９

●取組内容
○窓口・電話及び各種集会での制度説明
　・保険料設定の考え方
　・年金引落しの仕組み
　・未納期間によるサービス利用制限
○徴収体制の強化
　・税務課滞納徴収班と連携した取組み
○徴収方法の確立
　・口座振替の促進
　・分割納付の促進
○徴収の強化
　・現年度未納者への早期対応と月別進行
　　管理の徹底
　・未納者に対する督促状の送付（毎月）
　・滞納者に対する催告書の送付(5,8,11月)
　・徴収強化月間の設定（9，12月）

Ｈ１７
○出前講座や広報誌により啓発を行います。
○税務課との連携や滞納整理システムの有
　効活用により徴収体制を強化します。
○口座振替や分割納付を促進します。
○特別徴収対象者の捕捉回数を増やすこと
　により、特別徴収（年金天引き）の範囲
　を拡大します。
○収納について私人委託（コンビニ等）を
　検討します。

これまでの取組内容及び成果（介護保険料） 今後の取組（介護保険料）

Ｈ１８

○各種集会への出前講座を実施しました。
○未納者に対して電話催告や臨戸徴収を強
　化しました。

以下の取組を行いました。
○窓口・電話及び各種集会での制度説明
　・保険料設定の考え方
　・年金引落しの仕組み
　・未納期間によるサービス利用制限
○徴収体制の整備
　・滞納整理システムの導入
○徴収方法の確立
　・口座振替の促進
　・分割納付の促進
○徴収の強化
　・現年度未納者への早期対応と月別進行
　　管理の徹底
　・未納者に対する督促状の送付（毎月）
　・滞納者に対する催告書の送付(5,8,11月)
　・徴収強化月間の設定（9，12月）

効果 　安定した財政基盤の確立

スケジュール

年度

平成１７年度 平成２０年度 平成２１年度平成１８年度 平成１９年度

方策

　催告・督促の強化及び休日・夜間徴収実施、口座振替推進、分割納付などにより収納率向上
を図ります。介護保険料については、未納期間による不利益等の説明を通じて収納率向上を図
ります。

目標
(21年度末における目標徴収率）
国民健康保険税　98.05％
介護保険料　　　99.6％

実施項目（4）国民健康保険税及び介護保険料の徴収率の向上

現状
(16年度末における徴収率)
　国民健康保険税　96.6％
　介護保険料　　　99.3％　（特別徴収 100％ 、普通徴収  94.6％）

実施 国保税 　　　　　　　　98.05%

介護保険料　　　　　 99.6%
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Ｈ１９

Ｈ１９

これまでの取組内容及び成果（税務課・医療保険課） 今後の取組（税務課・医療保険課）

　「第３期介護保険事業計画」のサービス費用
見込額と実際の給付額を比較検証しながら、適
正な保険料の把握に努めました。

○地方税法の改正により保険料段階が上昇する
人に対しての激変緩和措置の継続を検討しま
す。
○２０年度において「第４期介護保険事業計
画」を策定し、２１年度から２３年度までの保
険料の見直しを行います。

平成２０年度 平成２１年度

効果

これまでの取組内容及び成果（介護保険課） 今後の取組（介護保険課）

年度

平成１７年度

Ｈ１７

平成１９年度平成１８年度

目標

Ｈ１８

　「第３期介護保険事業計画」を策定し、今後
３年間のサービス費用見込額に基づく保険料を
算定しました。

　「第３期介護保険事業計画」のサービス費用
見込額と実際の給付額を比較検証しながら、適
正な保険料の把握に努めます。

○以下に留意して、介護保険料を改正しました。（6.9％アップ）
※所得の低い人の負担を抑えるために、現行の第２段階を細分化し、新たな階層を創設しまし
た。
※　地方税法の改正により、保険料段階が上昇する人に対して激変緩和措置を講じました。

○督促状・催告書の発送を定期的に行いまし
た。
○滞納分は主として整理組合が実施していたの
で、臨戸徴収及び電話催告を　現年度分を中心
に徴収を行いました。
○納税相談を実施し、滞納者の実態に即し、納
税誓約書、納税猶予等の措置を行いました。
○臨戸・電話催告等により、納税への理解と納
付誓約による定期的納入を促進しました。

○滞納システムの有効活用と財産調査等の強化
を図り、迅速な滞納整理を実施します。また、
滞納整理に対する理解を深めるため職員研修を
実施します。
○「滞納者"0"を目指します。」をキャッチフ
レーズに、関係課との連携を強化し、滞納整理
の進行管理体制を充実します。

これまでの取組内容及び成果（国民健康保険税）

スケジュール

○滞納整理事務をより的確に進めるため滞納システムを導入し、有効利用を図りました。
○督促状・催告書の発送を定期的に行いました。
○整理組合の解散に伴う事務及び臨戸徴収等の移行処理を行い、過年度分も含めて臨戸徴収及
び電話催告を行いました。
○納税相談を実施し、納税者の実態に即し、納付誓約等の処理を行いました。
○高額滞納者に対し、最終催告書の送付及び実態調査を通じて、滞納処分への事務処理を行
い、２件の差押えを行いました。
○整理組合から町への移行の徹底と滞納システムの効率的活用により滞納者への対応が迅速に
行えるようになりました。
滞納繰越分の催告書送付及び最終催告書の発送により、納税に対する意識が高まりました。

今後の取組（国民健康保険税）

　安定した財政基盤の確立及び負担の公平性の確保

現状
　高齢化の進展に伴い、医療及び介護給付費が著しく増大しており、町の財政を大きく圧迫し
ています。

方策
　住民の理解を得ながら保険税（料）の見直しを行います。
　なお、見直しに当たっては、低所得者等への負担軽減等に配慮して行います。

　収支の均衡を目指して、適正な保険税（料）の設定を行います。

実施項目（5）国民健康保険税及び介護保険料の見直し

Ｈ１７

Ｈ１８

○定期的に督促状・催告書の発送により納付を促しま
した。
○短期・資格証の事前通知により納税相談を実施しま
した。
○年２回判定委員会を開催し、資格証の交付について
協議しました。（資格証交付１０６人　　短期証交付
１３７人）
○悪質滞納者への差押えを実施しました。

○資格証交付者の実態把握に努め、的確
な保険証交付に努める。
○関係課との連携強化を図り、納税意識
の高揚と滞納処分までの進行管理を強化
します。
○滞納繰越分の口座振替納付への移行を
図り、事務の簡素化を図ります。
○差押え等強制執行の強化を図ります。

調査・検討 見直し
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Ｈ１９ 　19年度において改正なし。

Ｈ１７

　合併後の国民健康保険税の取扱いについては、地方
税の取扱について（協定項目８）提案されており、国
民健康保険税の税率及び納期について合併時に統一さ
れた。（ただし税率については応益割合及び介護納付
金額を考慮しながら、負担公平の原則に立ち、急激な
負担増かとならないように調整に努めるものとしま
す。）
以下の取組を行いました。
○17年3月7日に平成16年度第１回周防大島町国民健康
保険運営協議会（委員12名で構成）を開催し、国保税
の税率等について現状等説明。
（平成17年度）
○18年1月13日：平成17年度第１回周防大島町国民健
康保険運営協議会：国保財政が厳しい状況であるた
め、税率の引上げが必要。
○18年2月9日：平成17年度第２回周防大島町国民健康
保険運営協議会：税制改正を諮問（平成18年2月3日）
し、同内容によるによる答申。

　「医療費の抑制に引き続き努力をして
いただきたい。」との意見と共に、諮問
どおりの答申があり、３月定例町議会で
議決がなされました。
○生活習慣病の予防に全力を！（健康づ
くりの推進）
○国保税の滞納は不公平とならないよう
に！（滞納整理の促進、保険証の短期
証・資格証）
○軽減制度（２割・５割・７割軽減）
低所得者の負担軽減を図るため、所得が
一定額以下の場合は、その納税義務者の
被保険者均等割額または世帯別平等割額
を政令で定める基準に従って、町条例で
定めるところにより減額することとされ
ています。

Ｈ１８

平成18年度国民健康保険税から税率を改正しました。
○国保医療分
①所得割（改正前：6.5％➞改正後：7.9％）
②資産割（改正前：23.0％➞改正後：38.0％）
③均等割（改正前：17,400円➞改正後：21,800円）
④平等割（改正前：18,300円➞改正後：22,000円）
（※賦課限度額：改正前：53万円➞改正後：53万円）
○国保介護分
①所得割（改正前：0.9％➞改正後：1.6％）
②資産割（改正前：10.0％➞改正後：10.0％）
③均等割（改正前：5,500円➞改正後：6,000円）
④平等割（改正前：5,500円➞改正後：6,200円）
（※賦課限度額：改正前：8万円➞改正後：9万円）
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